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商品投資に係る事業の規制に関する法律に基づく申請等 

における登記事項証明書の添付省略について 

 

令和５年６月５日 

 

 

「デジタル・ガバメント実行計画」（令和元年12月20日閣議決定）等の政府方針を踏まえ、行

政手続のデジタル化の観点から、法務省の登記情報連携システムが改修され、国の行政機関との間

で登記情報を連携・共有する仕組みが開始されています。 

  

これを踏まえ、本日より、商品投資に係る事業の規制に関する法律に基づき登記事項証明書の添

付を求めている申請等については、主務省において登記情報連携システムを利用して登記情報を取

得するため、登記事項証明書の添付は不要となりますので、お知らせいたします。 

 

＜留意事項＞ 

外国法人を対象に登記事項証明書に準じて提出を求めている書類については、主務省において登

記情報を取得できませんので、これまでと同様の取り扱いとなります。 

 

【問合せ先】 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部商品取引グループ 

（直）03-3502-5754  

経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループ商取引監督課 

（直）03-3501-5895 


